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はじめに 
 
１．背景 
近年 Linux をはじめとしたオープンソースソフトウェアの利用が急速に進みつつある。
コスト面で有利であることに加え、特定企業の商用製品に依拠せず、既にあるソースコー

ドを自由に修正して利用することができることから、安全性・信頼性の向上といった面で

も優位であるとの評価が高い。 
しかしながら、オープンソースソフトウェアの中には、そのライセンスに関して幾つか

の考え方がある上、それぞれの適用範囲や、各国法との適用関係においても明確でないと

の指摘がある。このため、オープンソースソフトウェアを活用したいが使えないとの不満

も多い。 
このような課題に応えるため、昨年度は、「オープンソースソフトウェアのライセンス契

約問題に関する調査」として、オープンソースソフトウェアの現状と課題について、各種

ライセンス契約の内容および GPL(General Public License)に関する法的問題を含めて調
査した。 

 
２．目的 
今年度は、昨年度の調査結果を踏まえ、GPL の適用範囲およびビジネスに係わる各当事
者間の契約関係の現状を調査して具体的な課題を抽出すると共に、既存のライセンス契約

を前提とせずに、我が国の実態にあったオープンソースライセンスの契約モデルの策定を

行い、オープンソースソフトウェアがビジネス上安定して利用されるための、オープンソ

ースソフトウェアのライセンス契約に関する考え方を示す。 
 

３．調査方法 
法曹界、学界、企業、関連団体などからなる研究会を組織して調査を行った。また調査

の一部は法律事務所に依頼した。 
 

４．調査期間 
２００３年（平成１５年）９月～１１月 
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第１部 GPL の適用範囲 
 
１．はじめに 

FSF(Free Software Foundation)の Richard Stallman を中心にして作られた GNU 
General Public License（以下、GPL と略す）はコンピュータ・プログラムの自由な使用、
改変、頒布を目的としたライセンス契約であり、ソースコード開示等の制約を課している

が、他のオープンソースソフトウェア・ライセンスと異なり、GPL 対象プログラムと他の
プログラムを組み合わせた場合、組合わせてできたプログラム全体に対して GPL が適用
されると言われている。 
問題は、GPL 対象プログラムが OS のカーネルであるような場合、どこまでがカーネル

と組み合わされたプログラムであるかその境界が不明確であり、GPL の適用範囲、伝播範
囲が不明確であることであり、特に Linux を使用するビジネスにとっては、どこまでソー
スコードを開示すべきかが不明確であり、ビジネス遂行上の障害となる。 
ここでは、GPL 条文、FSF の FAQ 等をもとにして、できるかぎり GPL の適用範囲の

明確化を試みる。 
 
 
２．GPL 違反の法的リスク 

GPL の適用範囲、伝播範囲が問題となるのは、あるプログラムが GPL の適用対象であ
るとされ、かつ GPL に規定された条件、なかんづくソースコード開示条件を遵守しなか
った場合に、トラブルとなるからであるが、ここでは、そのトラブルがどのようなものに

なるのかについて、検討する。 
 
 

２．１ オープンソース・ソフトウェア・コミュニティでの問題化 
GPL 絡みのトラブルとしては周辺機器メーカが提供する Linux のデバイス・ドライバ

のソースコードが開示されないといったケースが典型的である。このようなケースが発見

されると、まずオープンソース・ソフトウェア・コミュニティのメンバー（メーリング・

リストで積極的に発言しているような人）がメーリング・リスト等で騒ぎ出すことになる。

自社の評判が悪くなり、自社製品のボイコット等に至ることを恐れる企業は、ソースコー

ドを開示することになるが、一方自社製品に競争力がありコミュニティにおける騒ぎの影

響は小さいと判断した企業はこれを無視し、ソースコード非開示を続けることもある。 
 
 
２．２ FSF による警告 
オープンソース・ソフトウェア・コミュニティでの問題化や FSF(Free Software 

Foundation)への通報を契機として、FSF から警告状が出されたり、ウェブサイトに公表
されたりする。多くの場合、指摘を受けた企業が問題点を修正することにより解決に至る。  
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２．３ 訴訟に至るケース 
GPL 違反により訴訟となったケースは多くはない。 
2001 年 6 月にオープンソースのデータベース・ソフトウェア MySQL を開発したスウェ

ーデンの MySQL 社が、オープンソース・ソフトウェア製品の販売サポートを行っている
米NuSphere社がMySQLの派生物を頒布したがソースコードを開示しなかったのは GPL
違反であるとして訴えたが、判決に至らずに和解した。もともとは販売サポート契約にま

つわる契約不履行が訴訟の原因であった。 
2002 年 4 月には Linux ディストリビュータである米 MontaVista 社が、競合相手であ

る米 Lineo 社を、MontaVista 社が開発し GPL により頒布したソフトウェアの著作権表示
を取り除いて販売したとして訴えたが、これも和解に終わった。 
最近の SCO 対 IBM 事件でも、IBM 側の反訴において SCO 社が GPL に違反したと問

題にしている（本訴訟の内容については第 2 部で解説する）。 
以上に見るとおり、訴訟費用を負担できる企業が著作権を持つオープンソース・ソフト

ウェアについては訴訟になることもある。これに対し、ボランティアまたは NPO が著作
権を持つオープンソース・ソフトウェアについて著作権者が訴訟を起こすためには訴訟費

用調達の問題があるためか、訴訟に至るケースはあまりない。 
 
 
３．GPL の法的評価 

GPL については、そもそもライセンス契約として有効に成立しているのかという疑問が
あり、有効に成立しているとしても、契約条項の内容は契約が準拠する国の著作権法に基

づいて解釈すべきであり、１．項で述べた制約を課している GPL 特有の条項については
とらわれなくてよいという意見も研究会では出された。 
 
 
３．１ GPL の有効性 

GPL については、そもそもライセンス契約として有効に成立しているのかという疑問が
あり1、研究会でも議論された。仮に、契約として有効に成立しない場合には、ソフトウエアの無

許諾利用として著作権者から権利行使されうるようにも思われるが、GPL が契約ではなく宣言であ
るとしても、GPL に記載されている条件を守る限り権利行使しないと公に宣言したものと考えれば、
これに反する権利行使は権限濫用、禁反言などの一般法理によって許されないと解することができ

る。 
 
 
３．２ òDerivative workóの解釈 

GPL の条文ではóderivative workó（派生的著作物）について独自の定義を行い、この
derivative work が GPL の対象になるとしている。ここから所謂 GPL の伝搬性（GPL 対

                                                   
1 例えば独ゲッチンゲン大学 Spindler 教授によるóRechtsfragen der Open Source Softwareóでもドイ
ツ法に照らした問題点が提示されている。 
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象プログラムを他のプログラムと組合わせると、他のプログラムも GPL の対象となり、
ソースコード開示等の義務を負わされる）が発生する。 

GPL 条文には、「derivative work」の定義に関し、「derivative work under copyright law」
と書かれているものの、その後に、「that is to say,a work containing the Program or a 
portion of it」と書かれているので、「derivative work」は、著作権法上の概念とは無関係に、独
自に定義されているのではないかとの見方がある。 
しかし、独自に定義するのであれば、「under copyright law」の文言を用いる必要はないように

も思われる。そこで、「under copyright law」の文言が用いられている以上、GPL の契約準拠法
の所属国の著作権法上「derivative work」と評価されるか否かによって決せられるのが自然では
ないかとの意見も出された。結局のところ、前段と後段は完全に整合的に捉えることはできな

いので、両方の和集合が意図されたところというべきだろう。 
この場合、例えば、契約準拠法が日本国の民法に一意に決められるような場合は、日本の著作

権法に従って決定される可能性があることになる。 
ただし、オープンソースソフトウエアは、様々な国で改良が加えられることが多く、多数の契約関

係が発生する可能性が高いので、GPL を解釈する上での契約準拠法が一意に決められないこと
が多い。そのため、GPLを解釈する上で、当事者の意思解釈が重視されるかどうかや、いずれの文
言が重視されるかなどは、具体的な事例ごとに異なるものと考えられる。準拠法によって「that is to 
say,a work containing the Program or a portion of it」が重視されることもあり得るため、実務
上は、「derivative work」の範囲を広く解釈しておいた方が安全である。 
 
 
４．前提となる契約書条文等 
４．１ GPL 条文 

GPL 第２条では、所定の条件のもとで、GPL 対象プログラムを改変して work based on 
the Program を作ることを許諾している。また、ソースコード添付等の要件は改変された
著作物全体に及ぶとしている。特に、独立に作られたプログラムであっても a work based 
on the Program の一部として頒布する場合は、頒布される著作物全体にこれらの要件が
適用されるとしている。第２条以外に、第３条では、ソースコード添付の要件が規定され

ている。 
以下に条文の一部を示す： 

第 2条： 

You may modify your copy or copies of the Program or any portion 
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and 
distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions: 
 
・・・（第三者へ無償で利用許諾しなければならない旨などの要件）・・・ 
 
These requirements apply to the modified work as a whole.  If 
identifiable sections of that work are not derived from the Program, 
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and can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works.  But when you 
distribute the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of 
this License, whose permissions for other licensees extend to the 
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 
 

［日本語版］ 

あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラ 
ム』を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第 1 節の定 
める条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下 
の条件すべてを満たしていなければならない: 
 
・・・（第三者へ無償で利用許諾しなければならない旨などの要件）・・・ 
 
以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。著作物の一部 
が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の独立 
した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物 
として分けて頒布する場合、そういった部分にはこの契約書とその条件は 
適用されない。しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした著作物 
全体の一部として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が 
課す条件に従わなければならない。というのは、この契約書が他の契約者 
に与える許可は『プログラム』丸ごと全体に及び、誰が書いたかは関係なく各 
部分のすべてを保護するからである。 
 

 
４．２ òDerivative workóの解釈 

A work based on the Program の定義は GPL 第０条にあり、「対象プログラムそのもの
または著作権法に基づく derivative work（派生的著作物）、すなわち、対象プログラムの
一部または全部をそのままで、あるいは改変・翻訳したものを含む著作物」としている。 

 
第０条の一部： 
The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work 
based on the Program" means either the Program or any derivative work 
under copyright law: that is to say, a work containing the Program 
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or 
translated into another language. (Hereinafter, translation is 
included without limitation in the term "modification".) 
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日本語版： 
以下では、「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用されたプログラムや

著作物全般を意味し、また「『プログラム』を基にした著作物」とは『プログラム』や

その他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を指す。すなわち、『プログラム』

かその一部を、全く同一のままか、改変を加えたか、あるいは他の言語に翻訳された形

で含む著作物のことである(「改変」という語の本来の意味からはずれるが、以下では

翻訳も改変の一種と見なす)。 

 
 
注意すべきは、ここで derivative work の定義を独自に行っている点である。米国著作

権法における derivative work、日本著作権法における二次的著作物の定義はともにプロ
グラムの場合について明言していない。 

 
米国著作権法 (http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html)による定義 (§101)：A 
"derivative work" is a work based upon one or more preexisting works, such as a 
translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture 
version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other 
form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of 
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications, which, as a 
whole, represent an original work of authorship, is a "derivative work". 

 
日本著作権法による定義（第２条）： 
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化

し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 
 
これら各国の著作権法に基づいてコンピュータ・プログラムの場合の derivative work

乃至二次的著作物がどのようなものを言うのかについては議論のあるところであるが、例

えば米国におけるコンピュータ・プログラムが derivative workかどうかの判定方法2では、

すべてソースコードのレベルでの類似性を問題にしており、対象のコードを含むプログラ

ム全体が derivative work であるかどうかについては言及していない。 
しかし、オブジェクトコード・レベルで考えた場合、オブジェクトコード A（創作性が

あるものとする）を含む実行形式プログラム Bはオブジェクトコード Aの derivative work
であり、オブジェクトコード A の著作者の権利が及ぶと考えるのは、一般的に各国の著作
権法に照らして不自然ではないと考えられる。  
したがって GPL による derivative work の独自の定義に関し、各国の著作権法により導

き出せると思われる derivative work の範囲の最大限を想定しておけば無難である。 
いずれにせよ、GPL を承諾する以上は、derivative work の定義に関し、どの範囲まで

                                                   
2 米国におけるコンピュータ・プログラムが derivative work かどうかの判定方法については
http://www.pbwt.com/Attorney/files/ravicher_1.pdf 参照。 
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が a work based on the Program と見なされ、どこからが別の著作物と見なされるかにつ
いて検討することが必要となる。 
 
 
４．３ FSF の FAQ 
どの範囲までがひとつのプログラムと見なされるかに関し、GPL 作成元である Free 

Software Foundation(FSF) の 見 解 を 知 る 上 で 重 要 な 手 掛 り と し て 、 FSF の

FAQ(Frequently Asked Questions)の２つを以下に紹介する： 
 

What is the difference between "mere aggregation" and "combining two modules into one 
program"? http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html - MereAggregation 
 

Mere aggregation of two programs means putting them side by side on the same 
CD-ROM or hard disk. We use this term in the case where they are separate 
programs, not parts of a single program. In this case, if one of the programs is 
covered by the GPL, it has no effect on the other program.  

 
Combining two modules means connecting them together so that they form a single 
larger program. If either part is covered by the GPL, the whole combination must 
also be released under the GPL--if you can't, or won't, do that, you may not combine 
them.  

 
What constitutes combining two parts into one program? This is a legal question, 
which ultimately judges will decide. We believe that a proper criterion depends both 
on the mechanism of communication (exec, pipes, rpc, function calls within a shared 
address space, etc.) and the semantics of the communication (what kinds of 
information are interchanged).  

 
If the modules are included in the same executable file, they are definitely combined 
in one program. If modules are designed to run linked together in a shared address 
space, that almost surely means combining them into one program.  

 
By contrast, pipes, sockets and command-line arguments are communication 
mechanisms normally used between two separate programs. So when they are used 
for communication, the modules normally are separate programs. But if the 
semantics of the communication are intimate enough, exchanging complex internal 
data structures, that too could be a basis to consider the two parts as combined into 
a larger program. 
 
日本語版： 
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「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何

ですか? 

二つのプログラムの単なる集積物とは、それらを同じ CD-ROM やハードディスクに隣
り合わせに置くことを意味します。私たちはこの用語をそれらが別々のプログラムであ

るときに使い、単一のプログラムの一部では無いときに用います。この場合、プログラ

ムの一つが GPL で保護されていても、他のプログラムには何の影響もありません。  

二つのモジュールを結合するとは、それらを一緒に接続しそれらが単一のより大規模な

プログラムを形成することを意味します。もしいずれかの部分が GPL で保護されてい
るならば、結合物全体も GPL の下で発表しなければなりません。もしそうできなけれ
ば、あるいはそうするつもりが無ければ、あなたはそれらを結合することはできません。  

二つの部分を一つのプログラムに結合する要件とはなんでしょう? これは法的な質問
であり、究極的には裁判官が決めることです。私たちは、適切な基準はコミュニケーシ

ョンのメカニズム(exec、パイプ、rpc、共有アドレス空間でのファンクションコールな
ど)とコミュニケーションのセマンティクス(どのような種の情報が相互交換されるか)
の両方に依ると考えています。  

モジュールが同じ実行ファイルに含まれている場合、それらは言うまでもなく一つのプ

ログラムに結合されています。もしモジュールが共有アドレス空間でいっしょにリンク

されて実行されるよう設計されているならば、それらが一つのプログラムに結合されて

いるのはほぼ間違いないでしょう。  

逆に、パイプやソケット、コマンドライン引数は通常二つの分離したプログラムの間で

使われるコミュニケーションメカニズムです。ですからそれらがコミュニケーションの

ために使われるときには、モジュールは通常別々のプログラムです。しかしコミュニケ

ーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したりする

場合は、それらも二つの部分がより大規模なプログラムに結合されていると考える基準

となりうるでしょう。  

 

If a program released under the GPL uses plug-ins, what are the requirements for the 
licenses of a plug-in. http://www.gnu.org/licenses/TOCGPLAndPlugins 

It depends on how the program invokes its plug-ins. If the program uses fork and 
exec to invoke plug-ins, then the plug-ins are separate programs, so the license for 
the main program makes no requirements for them.  
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If the program dynamically links plug-ins, and they make function calls to each 
other and share data structures, we believe they form a single program, so plug-ins 
must be treated as extensions to the main program. This means they must be 
released under the GPL or a GPL-compatible free software license, and that the 
terms of the GPL must be followed when those plug-ins are distributed.  

If the program dynamically links plug-ins, but the communication between them is 
limited to invoking the `main' function of the plug-in with some options and waiting 
for it to return, that is a borderline case.  

日本語版： 

GPL の下で公開されていたプログラムがプラグインを使うとして、プラグインのライ
センスにはどのような条件がありますか? 

それはプログラムがどのようにプラグインを呼び出すかに依ります。プログラムが fork
や exec でプラグインを呼び出すならば、プラグインは別のプログラムであり、メイン
プログラムのライセンスはそれらにはなんの条件も課しません。  

もしプログラムがプラグインと動的にリンクされており、お互いにファンクションコー

ルを使ってデータ構造を共有している場合、それらは単一のプログラムを形成している

と見なされますので、プラグインはメインプログラムの拡張部分として扱われなければ

なりません。すなわち、それらは GPL か GPL と矛盾しないフリーソフトウェアライ
センスの下で公開されなければならないということです。  

プログラムがプラグインと動的にリンクされているが、それらの間のコミュニケーショ

ンはいくつかのオプションとともにプラグインの「main」関数を呼び出して返値を待
つだけという場合は、境界線上で微妙なケースとなります。  

 
 
要約すれば、二つのモジュールが一つのプログラムに結合されたものか、別々のプログ

ラムであるかは究極的には裁判官が決めることだとしつつ、以下の判断基準を示している： 
 

①同一実行形式ファイルに含まれているモジュール群は、一つのプログラムである。 
②動的リンクされるモジュール群が相互にファンクションコールを行い、データ構造を共

有する場合は、一つのプログラムである。 
動的リンクの場合であっても、òmainó関数を呼び出すだけという場合は、境界線上に

あるケースである。 
③パイプ、ソケット、コマンドライン引数により通信しあうプログラムは通常別々のプロ

グラムである。（ただし、内部的なデータがやりとりされるような場合は大きな一つの
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プログラムの一部分であると判断される。） 
 
 

なおまた LGPL(Lesser GPL)の前文にも、「静的、動的にかかわらずプログラムがライブ
ラリとリンクする場合には、両者を組み合わせた著作物はライブラリの derivative work
である」との記述があり、上記 FSF の見解に合致している。 
 

When a program is linked with a library, whether statically or using 
a shared library, the combination of the two is legally speaking 
a combined work, a derivative of the original library.  The 
ordinary General Public License therefore permits such linking only 
if the entire combination fits its criteria of freedom. 

 
日本語版： 
あるライブラリがあるプログラムとリンクされる場合、それが静的にリン

クされるか共有ライブラリとして利用されるかは問わず、両者の結合した

ものは法的に言って結合著作物、すなわち元のライブラリの派生物となり

ます。このような場合、通常の一般公衆利用許諾書では、全体としての結

合物がライセンス  の規定する自由の基準に適合する場合のみそのような
リンクを許可しています。  

 
 
５．ケース毎の検討 
以下ではこの GPL による derivativw work の定義と、FSF の FAQ を前提として、ケー

ス毎に、GPL の適用範囲に入るか、すなわち GPL の要求事項遵守の対象となるかどうか
について検討する。 
 
 
（１）GPL 対象プログラムと静的リンクしたプログラム 

GPL による derivative work の定義および前述した FSF の FAQ を前提とすれば、ある
プログラムが GPL 対象プログラムと静的リンクする場合、実行形式プログラム全体が一
つのプログラムと見なされ、全体が GPL の適用範囲となることに異論はないであろう。 
例えばアプリケーションプログラムを GPL で頒布されるライブラリと静的リンクして

頒布する場合、そのアプリケーションプログラム全体を GPL に基づいて頒布しなければ
ならず、ソースコードを添付する等、GPL に規定された条件を遵守しなければならない。 

GPL による制約を回避したい場合には、LGPL(Lessor GPL)で頒布されるライブラリを
使用すればよい。LGPL は、LGPL に基づいて頒布されるライブラリとリンクするプログ
ラムを、LGPL 以外のライセンス契約に基づいて頒布することを認めており、よく使われ
るライブラリの多くは LGPL により頒布されている。（ただし、LGPL に基づいて配布さ
れるライブラリをリンクした実行形式プログラムを頒布する場合には、LGPL 第 5 条、第



 14 

6 条の規定により、ライブラリを呼出す側のプログラムのオブジェクトコード（またはソ
ースコード）の提供等の条件に従う必要がある。） 
 
 
（２）GPL 対象プログラムと動的リンクするプログラム 
次に GPL 対象プログラムと動的にリンクするプログラムの場合であるが、物理的には

これらのプログラムは別プログラム／別ファイルとなり、一見別々のプログラムであると

見なすこともできる。しかし、前述した FSF の FAQ によれば、FSF は動的にリンクする
プログラムであっても、相互にファンクションコールを行ったり、データ構造を共有する

場合は全体が一つのプログラムであると考えているようである。LGPL の前文にも同様な
記述がある。したがって、GPL 対象プログラムと動的にリンクし、相互にファンクション
コールを行ったり、データ構造を共有するプログラムは、GPL の対象となると考えられる。 
ただし、前記 FAQ にもあるとおり、ómainó関数を呼び出すだけで他の関係を持たない

場合には、別プログラムと見なされる場合もあるようである。 
 
 
（３）Linux のダイナミック・ローダブル・モジュール3 

Linux は GPL に基づいて頒布される。また、Linux カーネルのうち、ブート時には必
ずしも必要とされない部分をカーネルとは別プログラム・ファイルとして作成し、Linux
稼動中に必要に応じてメモリー上にロードするのがダイナミック・ローダブル・モジュー

ルのメカニズムであり、動的リンクの１形態と考えられる。したがって、FSF の考え方に
従えば一般的にはダイナミック・ローダブル・モジュールもカーネルの一部であると考え

られ、GPL の適用対象となると考えられる。 
ただし、Linus Torvalds は標準インターフェースのみを用いるのであればプロプライエ

タリなモジュールを作ることもできるが、グレイな領域であると述べている。一般的なガ

イドラインとしては、GPL の適用対象となると考えた方がよい。 
 

The result for module makers was that you could write a proprietary module if you 
only used the normal interface for loading. This is still a gray area of the kernel    
though. These gray areas leave holes for people to take advantage of things, perhaps, 
and it's partly because the GPL really isn't clear about things like module interface. 
If anyone were to abuse the guidelines by using the exported symbols in such a way 
that they are doing it just to circumvent the GPL, then I feel there would be a case 
for suing that person. 
(òThe Linux Edgeó http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/linus.html の中
のóKernel Modulesóより。全文は付録１に示す。) 

 
 また、カーネル起動後にロードされるダイナミック・ローダブル・モジュールは GPL

                                                   
3 ローダブル・モジュールあるいは単にモジュールとも言う。 
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に従う必要はないという考え方もあるようであるが4、上記 FSF の考え方に従うならば、
あくまでデータ参照・関数呼出しの有無により判断すべきであり、ロードされる時点によ

り区別する意味はないと思われる。 
 
 
（４）Linux のデバイス・ドライバ 
デバイス・ドライバ（または単にドライバ）とはコンピュータに接続される周辺装置を

制御するために周辺装置毎に作られるプログラムであり、Linux の場合前項で述べたダイ
ナミックローダブルモジュールの形をとることが多い。したがって、前項にしたがい、一

般的にはデバイス・ドライバも GPL の適用対象となると考えられる。 
ただし、上記動的リンクの場合の例外にしたがえば、所謂標準インターフェースだけを

用い、カーネルと密接な関係を持たない場合には、カーネルと別プログラムと見なすこと

もできそうである。（例えば米国 MontaVista 社のウェブサイトの FAQ 
http://www.mvista.com/products/faq.html の Q10 では、ドライバまたはモジュールが標
準インターフェースのみを用い、Linux または既存のドライバに由来するものでないこと
が示せる場合には、GPL の対象としなくてよいとしている。） 
また、他の OS 用に作られたデバイス・ドライバを Linux に移植した場合には、それも

Linux カーネルの一部だと主張するのには疑問がある。Linux の主要開発者である Linus 
Torvalds はこのようなケースには、道義的理由により、GPL を適用しないことにしたと
述べている。 
 

When the first module interface was done, there were people that had written 
drivers for SCO, and they weren't willing to release the source, as required by the 
GPL, but they were willing to recompile to provide binaries for Linux. At that point, 
for moral reasons, I decided I couldn't apply the GPL in this kind of situation.  
(òThe Linux Edgeó http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/linus.html の中
のóKernel Modulesóより。全文は付録１に示す。) 

 
 
（５）Linux のアプリケーション・プログラム  
一般常識からすれば、アプリケーション・プログラムは OS とは別のプログラムと考え

られる。 
しかし、アプリケーション・プログラムからカーネルの機能を呼び出す「システムコー

ル」はアプリケーション・プログラムからカーネルへの動的リンクであると考えられなく

もなく、アプリケーション・プログラムも GPL の適用対象になるかもしれないという不
安も理解できる。 
そこで、Linux の主要開発者である Linus Torvalds がシステムコールはカーネルに対す

るリンクと見なさないと宣言しており、Linux の GPL に示していることもあり、Linux

                                                   
4 日経エレクトロニクス 2001 年 12 月 17 日号 p.73、2003 年 7 月 21 日特別編集版 p.11 の図４参照。 
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のアプリケーション・プログラムは GPL 対象でないという見方が一般的である。 
 

We ended up deciding (or maybe I ended up decreeing) that system calls would not 
be considered to be linking against the kernel. That is, any program running on top 
of Linux would not be considered covered by the GPL. This decision was made very 
early on and I even added a special read-me file (see Appendix B) to make sure 
everyone knew about it. Because of this commercial vendors can write programs for 
Linux without having to worry about the GPL. 
(òThe Linux Edgeó http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/linus.html の中
のóKernel Modulesóより。全文は付録１に示す。) 

 
本件に関する FSF の見解は不明である。しかし、アプリケーション・プログラムは OS

（カーネル）と組み合わされた一つのプログラムの一部ではなく、独立したプログラムで

あるというのが通常の判断であり、Torvalds の宣言がなくとも、アプリケーション・プロ
グラムは GPL の対象とはならないと言えるのではなかろうか。（勿論、Torvalds の宣言が
不要だったというわけではなく、彼の宣言は不安を払拭するのに必要であったと考えられ

る。） 
 
 
（６）組込み機器の場合 
組込み機器においては、Linux カーネルとアプリケーション・プログラムとが一体とな

って、ROM 等に格納されることが多いのではないかと思われる。GPL を厳密に解釈すれ
ば、アプリケーション・プログラムもカーネルを含んだ一つのプログラムの一部であり、

GPL の対象としなければならなくなるおそれがあり、組込み機器の場合、一体化して提供
せざるをえないため、リスク回避を至上命令とする組込みソフト開発者はこの点を危惧し

ているとのことである。しかし、このような考え方は少数派であり、一般のコンピュータ

の場合と同様、Linux カーネルの上で動作するアプリケーション・プログラムは GPL の
対象とはならないというのが、多数派と思われる。（一例として以下のウェブサイト等を参

照のこと： 
http://www.linuxdevices.com/articles/AT9161119242.html 
http://lwn.net/Articles/35712/ 
http://www.lynuxworks.com/products/bluecat/faq/usinglinux06-long.php3） 
 
プログラムの物理的な格納形式が変わったからといって、一般のコンピュータの場合と

異なる条件を課すというのは、そもそものプログラムの自由な流通を守るという GPL の
目的から導き出されるものではなく、組込み機器になったからといって、GPL の適用範囲
に関する判断基準は一般のコンピュータの場合と変わらないとするのが、妥当と考えられ

る。 
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付録１．Linux カーネルに関する Linus Torvals の意見 

 
òThe Linux Edgeó by Linus Torvalds  
http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/linus.html 
の中のóKernel Modulesóより 
 
The other part of modularity is less obvious, and more problematic. This is the run-time 
loading part, which everyone agrees is a good thing, but leads to new    problems. The 
first problem is technical, but technical problems are (almost) always the easiest to solve. 
The more important problem is the non-technical issues. For    example, at which point is 
a module a derived work of Linux, and therefore under the GPL? 

When the first module interface was done, there were people that had written drivers 
for SCO, and they weren't willing to release the source, as required by the GPL, but they 
were willing to recompile to provide binaries for Linux. At that point, for moral reasons, I 
decided I couldn't apply the GPL in this kind of situation.  
    The GPL requires that works "derived from" a work licensed under the GPL also be 
licensed under the GPL. Unfortunately what counts as a derived work can be a    bit 
vague. As soon as you try to draw the line at derived works, the problem immediately 
becomes one of where do you draw the line? 
    We ended up deciding (or maybe I ended up decreeing) that system calls would not be 
considered to be linking against the kernel. That is, any program running on top of Linux 
would not be considered covered by the GPL. This decision was made very early on and I 
even added a special read-me file (see Appendix B) to make sure everyone knew about it. 
Because of this commercial vendors can write programs for Linux without having to worry 
about the GPL. 
    The result for module makers was that you could write a proprietary module if you 
only used the normal interface for loading. This is still a gray area of the kernel    though. 
These gray areas leave holes for people to take advantage of things, perhaps, and it's 
partly because the GPL really isn't clear about things like module interface. If anyone were 
to abuse the guidelines by using the exported symbols in such a way that they are doing it 
just to circumvent the GPL, then I feel there would be a case for suing that person. But I 
don't think anyone wants to misuse the kernel; those who have shown commercial interest 
in the kernel have done so because they are interested in the benefits of the development 
model.  
    The power of Linux is as much about the community of cooperation behind it as the 
code itself. If Linux were hijacked--if someone attempted to make and distribute    a 
proprietary version--the appeal of Linux, which is essentially the open-source development 
model, would be lost for that proprietary version. 
 
 



 18 

Appendix B (http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/appb.html)の末尾 
 
With the Linux kernel, Linus Torvalds includes the following preamble to the GPL: 
 
NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal 
system calls--this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under 
the heading of "derived work." Also note that the GPL below is copyrighted by the Free 
Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the Linux kernel) is 
copyrighted by me and others who actually wrote it. 
 
            Linus Torvalds 
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第２部 オープンソースソフトウェアのビジネスに係わる各当事者間の個別契

約関係 
 
１．はじめに 
オープンソースソフトウェアのライセンス契約が通常の商用ソフトウェアのライセン

ス契約と大きく異なるのは、ソフトウェアの瑕疵および第三者の権利侵害に対して一切の

保証が無いという点であり、これが、ビジネスにおける OSS 採用の障害の一つとなってい
ると考えられる。 
本調査項目においては、ビジネスにおける OSS 採用の障害を軽減したり取り除くことを

視野に入れて、まず契約実態の調査を行い、次に OSS 利用者のリスクを回避・軽減する方
法について検討した。 
 
２．契約実態の調査 
以下の各契約について、OSS 利用者のリスクに対する保証・責任について、ディストリ

ビュータ、コンピュータ・メーカ、システム・インテグレータが契約上、どのように規定

しているかを調査することを目的として、アンケート調査により実態調査を行い、18 件の
回答を得た。 

 
① ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 

② ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 

③ コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 

④ システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 

⑤ ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 

⑥ ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 

⑦ 組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 

⑧ その他 

 

個々のアンケート結果は付録１に示す。 
以下にアンケート結果を一覧表にまとめたものを示す。1行が 1件の契約書に対応する。

アンケート回答 1 件で複数の契約について回答しているものがあるため、契約総数はアン
ケート件数より多くなっている。なお、調査票において損害賠償責任(indemnification)に
ついて「免責」と記したために、一部のアンケート回答において供給者側の責任と被供給

者側の責任に混同が見られたが、正しく実態を反映するように一覧表に表示した。 
 



瑕疵に対する保証 サポート 被供給者に対する免責 

契約の種類 条項の

有無 

保証の有

無 
保証内容 

条項の有

無 

サポート

の有無 
サポート内容 

別契約による

サポートの有

無 

条項の有

無 

免責の有

無 
内容 

課題 

無     無     記入なし 無       

有 無   無     有 有 無 

請求原因を問わ

ず一切の損害に

ついて責任を負

わない。 

消費者契約法に照らして問

題かもしれない。 

無     無     無 無       

無     無     有 無       

有 無   有 有 

Linux プラットフ
ォームに対する問

合せ、障害対応 

有 有 無   

  

ディストリビュータと

エンド・ユーザ間 

有 有 販売価格迄 有 有 
Web、メール、電話
による対応 

有 無     
  

有 無   有 無   有 有 無 

OSSに関しては
責任を一切負わ

ない。   

有 無   有 有 

Linux プラットフ
ォームに対する問

合せ、障害対応 

有 有 無   

  

ディストリビュータと

コンピュータ・メーカ

間 

無     無     無 無     
OSS使用に関し配慮されて
いない。 

有 無   有 有 

Linux プラットフ
ォームに対する問

合せ、障害対応 

有 有 無   

  

ディストリビュータと

システム・インテグレ

ータ間 

有 無   無     有 有 無 

法律が認める範

囲で一切の責任

を負わない。 

顧客から保証を求められる

ことが多い。 
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無     無     無   無     

有 無   有 有 

Linux プラットフ
ォームに対する問

合せ、障害対応 

有 有 無   

  

有 有 販売価格迄 有 有 
Web、メール、電話
による対応 

有 無     
  

ディストリビュータと

組込み機器メーカ間 

有 有 
瑕疵の修復、損失

補填 
有 有 

開発における技術

サポート 
有 有 有 社外秘 

  

有 無   有 無   有 有 無     
コンピュータ・メーカ

とエンド・ユーザ間 有 無   有 無   記入なし 有 無   
顧客から保証を求められる

ことがある。 

有 無   有 無   記入なし 有 無   
顧客から保証を求められる

ことがある。 

無     無     有 無     

OSS の定義、「保証、サポ
ート、免責」の条項を入れ

るべきか？等 

システム・インテグレ

ータとエンド・ユーザ

間 

無     無     無 無       

有 有 

通常の保全、補修

補償（OSS明記な
し） 

無     記入なし 無     

  組込み機器メーカとエ

ンド・ユーザ間 

有 無 

90 日以内の媒体
の物理的な保証の

み。 

有 無   記入なし 有 無   

  

サポート契約 無     有 有 
所定の保守サポー

ト 
  無     

損害・権利侵害に対して責

任を負わないため、契約交

渉上問題になりやすい。 

 
 



 22 

以上の調査結果から、判明した点を以下に述べる。 
 
 
２．１ OSS の瑕疵に対する保証 

OSS の瑕疵に対しては、ほとんどの契約が保証していない。 
ただし、ディストリビュータとエンド・ユーザ間、ディストリビュータと組込み機器メ

ーカ間の契約において、販売価格まで保証しているケースがあるが、後述する商用ソフト

ウェアの場合と同様に、賠償責任を最大でも販売価格に限定するための条項であると考え

られる。 
またディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約において瑕疵の修復、損失補償を

行っているケースがあるが、詳細は社外秘とされている。 
なお、組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約において、瑕疵に対する保証がある

との回答があるが、これは製品の保全、補修保証あるいは媒体の物理的保証のみであり、

特に OSS の瑕疵に対する保証ではない。 
 
 
２．２ OSS のサポート 
ディストリビュータとユーザ間のの契約においては OSS に対するサポートが規定され
ている。ディストリビュータの主な収益源が OSS に対するサポートであるからこれは当然
である。 
ディストリビュータが係らない契約においては、サポートの提供は皆無である。ただし、

別途契約によるサポートはディストリビュータ、コンピュータ・メーカ、システム・イン

テグレータから提供されていることが判明した。 
 
 
２．３ OSS に係る免責 

OSS 使用により発生した損害の賠償、第三者の権利侵害に対する賠償に対しては、ほと
んどの契約において供給者側が一切の責任を負わないとしている。 
ただし、ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約にディストリビュータが責任

を負い、組込み機器メーカに免責を与えるものが 1件あったが、詳細は社外秘としている。
組込み機器向けのディストリビュータが組込み機器メーカに保証・免責を与えることによ

り、組込みビジネスを円滑に行っているものと思われる。 
 
 
２．４ 業種による契約実態の違い 
上に述べたとおり、OSS 提供を事業とするディストリビュータはエンド・ユーザに対し
て OSS に対するサポート・サービスは提供するが、OSS 自体の瑕疵の保証、OSS 使用に
係る損害の免責を与えない。 
ただし、組込み機器メーカに対しては OSS の瑕疵の保証、OSS 使用に係る損害に対す
る免責も与える場合がある。 
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これに対し、コンピュータ・メーカ、システム・インテグレータは OSS 瑕疵の保証、
OSS 使用に係る損害に対する免責をエンド・ユーザに対して与えないこと、サポート・サ
ービスについては別途契約により提供している実態が判明した。 

 
 
３．オープンソースソフトウェア利用に係るリスク 
３．１ ソフトウェア利用に係るリスク 
一般に、ソフトウェア利用に関連して発生するリスクには以下のものが考えられる： 
①ソフトウェア自体の瑕疵（バグ）により、ユーザの意図した機能が実現せず、システ

ム開発プロジェクトが遅延したり、失敗に終わるリスク 
②ソフトウェア自体の瑕疵（バグ）により、データ損失等ユーザ自身が損害を被るリス

ク 
③ソフトウェア自体の瑕疵（バグ）により、第三者に対する損害を生じさせるリスク 
④ソフトウェア使用により第三者の権利（著作権、特許権、商標権等）を侵害し、OSS
利用の差止めや損害賠償を要求されるリスク 

 
 
３．２ 商用ソフトウェアの場合 
前項で挙げたソフトウェア利用に係るリスクに対し、OSS の著作者は一切の保証を与え

ず、賠償責任を負わない。（一般に、OSS の使用を許諾するライセンス契約に、保証が与
えられないこと、賠償責任を負わないことが謳われている。） 
これに対し、これらのリスクに対し、商用ソフトウェアでは一定の保証が与えられてい

ると思われるが、その内容はどうなっているか？ 例えば商用ソフトウェアの一例である

Microsoft® Windows® 2000 Professional の使用許諾契約書では、以下のようになってい
る： 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
保証の制限と特約 
 
本書は、使用許諾契約書に明記される Microsoft 製品（以下本ソフトウェ 
ア）を日本で購入されたお客様（個人・法人を問いません）に対し、この 
ソフトウェアとともに入手した製造会社（以下「本会社」といいます）よ 
り提供される保証を規定するものです。 
 
第１条  品質保証 
  本ソフトウェアのパッケージ製品に関しては、本会社が品質保証責任 
を負います。いかなる場合も Microsoft 又はその子会社は、お客様に対 
して責任を負うものではありません。 
 (a) 本会社は、本ソフトウェアが付属の製品マニュアルに従って実質 
的に作動せず、或は本ソフトウェアのディスク、マニュアルその他の印 
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刷物及び付属の Microsoft のハードウェアに欠陥がある場合、お買い上 
げ後１年間に限り修補又は交換に応じるものとします。 
 (b) 本ソフトウェア又は Microsoft のハードウェアの不具合が火災、 
地震、第三者による行為その他の事故、お客様の故意若しくは過失、誤 
用その他異常な条件下での使用において生じた場合には、本会社は、保 
証の責任を負いません。 
 (c) 本会社は、本ソフトウェア、付属の製品マニュアル及び印刷物、 
並びに付属の Microsoft のハードウェアに関して、商品性及び特定の目 
的に対する適合性を含むその他の保証を、明示たると黙示たるとを問わ 
ず、一切いたしません。 
 (d) いかなる場合においても、本会社及びその許諾者は、この本会社 
製品の使用又は使用不能から生ずるいかなる他の損害（事業利益の損失、 
事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含むがこれらに 
限定されない）に関して、一切責任を負わないものとします。たとえ本 
会社がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。 
いかなる場合においても、この契約の条項に基づく本会社の責任は、ソ 
フトウェア及び Microsoft のハードウェアについてお客様が実際に支 
払った金額を上限とします。 
 
第２条  準拠法 
本契約は、日本国の法律に準拠します。 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
（上記は OS がプレインストールされた場合の契約書であり、契約主体がコンピュータの
製造会社となっているが、OS が独立して提供される場合の契約書は契約主体がマイクロ
ソフトとなるだけで、内容は基本的に同一である。） 
 
 
すなわち、(a)項によりマニュアルどおりに動作しないソフトウェアの瑕疵に対しては 1

年間のみ修補するとしているが、(c)項により、ソフトウェアが特定の目的に対する適合性
については一切保証せず、(d)項ではソフトウェアの使用又は不使用から生ずる損害には責
任を負わないとしつつ、いかなる場合においても責任はソフトウェアに対してユーザが支

払った金額を上限とするとしている。 
商用ソフトウェアについてつぶさにライセンス契約を調査したわけでないが、このよう

な内容が一般的であると思われる。 
 
 
３．３ 商用ソフトウェアと OSS の比較 
商用ソフトウェアと OSS について瑕疵に対する補償、損害に対する賠償の状況を比較す

れば、以下のようになる： 
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リスクの種類 商用ソフトウェアの場合 OSS の場合 
ソフトウェアの瑕疵によるリス

ク 
マニュアルどおりに動作しな

い場合、１年間程度の期間、

修補される。 

 
保証無 

ソフトウェアの瑕疵によりユー

ザが損害を被るリスク 
ソフトウェアの瑕疵により第三

者に損害を与えるリスク 
ソフトウェア使用により第三者

の権利を侵害するリスク 

一切責任を負わないとしつ

つ、最大でもユーザが支払っ

た金額まで賠償される。 

 
 
賠償無 

 
 
（１）瑕疵の修補 

OSS の瑕疵の修補についてはライセンス契約上の保証はないものの、ディストリビュー
タやコンピュータ・メーカの有償サポート・サービスを購入することにより、商用ソフト

ウェアの場合と同様のサポート・サービスが受けられる。 
ここで、商用ソフトウェアの場合と OSS の場合を比較するのは容易ではないが、OSS

の場合ソースコードが開示されるので、所謂 OSS コミュニティに属する多くの人々により
品質の確保、瑕疵の修補が行われるため、少なくとも著名かつ定評のある OSS については
品質の確保、瑕疵の迅速な修補が行われるものと考えられる。 
またソースコードが開示されるので、誰でも能力さえあれば OSS のサポート・瑕疵の修

補を行うことができ、コンピュータ・メーカやシステム・インテグレータにおいて従来商

用OSのサポートを行ってきた技術者を含め潜在的にOSSのサポートが行える技術者は多
数おり、これらの技術者が OSS のサポート能力を身につければ、商用ソフトウェアよりよ
いサポート・サービスを提供することは可能である。 

OSS ユーザにとっては、著名かつ定評のある OSS を採用し、能力のある業者を見極め
てサポート・サービスを受けることが重要となる。 
 
 
（２）損害賠償 
損害賠償については、OSS の場合は全く得られないが、商用ソフトウェアの場合に得ら

れる賠償金額も微々たるものであり、著名かつ定評のある OSS を使用する限り、実質的違
いはないと考えられる。 
ただし、米マイクロソフト社は本年 3 月以降のボリュームライセンス契約において知的

財産訴訟における賠償金額の上限を撤廃した。これは保証の無い OSS に対抗するための手
段と考えられるが、一方米 HP 社は本年 9 月に自社の Linux 顧客に対して SCO の訴訟か
らの免責保証を提供すると発表して、自社の Linux ユーザを知的財産訴訟から保護する姿
勢を打ち出した。このような動きが広まるかどうかは定かでないが、いずれにせよ、訴訟
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が頻発すれば製品価格に転嫁されて最終的にはユーザが負担するわけであり、OSS の採用
を検討している利用者は、各企業の目先の戦術に惑わされることなく、長期的な視野に立

ち、自分にとって最も利益のあるソフトウェアを選択することが肝要である。 
 
 
（３）OSS の場合のリスク 
以上で述べたように、著名かつ定評のある OSS を利用し、能力のある業者のサポートを

受けることにすれば、OSS 利用に係るリスクは商用ソフトウェアの場合と大差ないと言う
ことができ、OSS 採用を検討している利用者は、「リスク」を過大視することなく、判断
することが肝要である。 
 
 
３．４ 組込み機器の場合のリスク 
以上、OSS を使用する場合のリスクについて述べたが、組込み機器の場合はユーザはあ

くまで組込み機器というハードウェア製品を使用するのであり、組込み機器においてはハ

ードウェアとソフトウェアが一体となって提供される。したがって、組込み機器に OSS
を使用しその OSS の瑕疵があった場合は、組込み機器自体の不良として取り扱われる。し
たがって、組込み機器の場合は OSS 使用に係るリスクは機器自体の不良ということになり、
メーカは PL 法による責任を追及されることになる。 
 
 
４．オープンソース・ソフトウェア利用に係るリスクの回避 
４．１ コンピュータの場合 
エンド・ユーザから見て、OSS 利用に係るリスクを回避するということは、自分以外の

誰かにリスクを負わせるべく、いわばリスクを負うスケープゴートを求めることに他なら

ない。 
しかし、OSS を利用することにより直接的利益を得るのは、エンド・ユーザに他ならな

い。 
確かに、ディストリビュータ、コンピュータ・メーカ、システム・インテグレータ等は

それぞれ OSS の周辺でそれぞれの商品やサービスを販売することにより利益を追求する
が、彼らは自ら OSS を利用することにより利益を得るのではなく、OSS を利用するエン
ド・ユーザに対して販売する自らの商品やサービスから利益を得るのであるから、彼らに

OSS 利用に係るリスクを負担させるということはできない。 
やはり、OSS 利用により直接的に利益を得る、エンド・ユーザがリスクを負担するとい

うのが、合理的な考え方であろう。そして、エンド・ユーザの不安を払拭するために、ベ

ンダに依存しない中立的な組織による訴訟費用補填等のリスク回避・低減システムが整備

されることが望まれる。 
とは言え、エンド・ユーザが負担するリスクを過大視するのは問題である。著名かつ定

評のある OSS 製品を使用し、十分なサポート能力があると思われる業者よりサポート・サ
ービスを受け、新規開発においては通常のシステム開発同様十分なテストを行うものとす
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れば、ソフトウェアの瑕疵により損害を被ったり、第三者に損害を与えるリスクは極めて

小さくなる。また、OSS による第三者の知的財産権の侵害については、侵害が見つかれば
直ちにソフトウェアの修正が行われるのが普通であり、エンド・ユーザが訴訟に巻き込ま

れる確率は低いと思われる。 
 

 
 
４．２ 組込み機器の場合 
組込み機器では OSS はハードウェアと一体となって提供され、ユーザは OSS が使用さ

れていることを意識しない。したがって OSS の瑕疵による責任をユーザに押し付けること
はできない。一方 OSS 開発者やディストリビュータは OSS の瑕疵に対して保証したり、
損害賠償責任を負わないのが普通であるから、組込み機器メーカが全ての責任を負うこと

になり、PL 法等による責任を追及されることになるので、十分なテストを行う等により、
品質を確保することが求めらる。 
なお、組込み機器メーカに対して OSS の瑕疵修復、損害補填を約束しているディストリ

ビュータもある。 
 
 

５．オープンソース・ソフトウェア利用に係る契約の課題 
アンケート調査で挙げられた課題は、システム・インテグレータを中心として、本来

OSS に対して保証することは不可能であるのに、顧客からは保証を求められるという点で
ある。 
これに対しては、前項で述べたとおり、OSS 利用に係るリスクは OSS 利用により直接

的に利益を得るエンド・ユーザが負うべきものであり、かつ OSS 利用に係るリスクは極め
て小さいということをエンド・ユーザに対して啓蒙して行く必要があると思われる。 

 



 28 

６．SCO 対 IBM 訴訟関連動向 
２００３年３月、UNIX に関する権利を所有する米 SCO 社は、米 IBM 社が UNIX 提供

に関する契約に違反して、SCO が権利を有する UNIX の二次的著作物を SCO の許諾を得
ずに Linux に持ち込んだとして、IBM を訴えた。訴訟に至るまでの経過およびその後の

経過を６．７の表にまとめた。 
オープンソース・ソフトウェアの代表としてビジネスによる採用が広まりつつある

Linux に関連して Linux の採用・機能強化に積極的役割を果たしてきた IBM が訴えられ
たことはオープンソース・ソフトウェア推進の動きに冷水を浴びせるものであり、訴訟の

なりゆきが注目される。 
 
 
６．１ 訴訟状況 

SCO 提訴   2003.3.7 
IBM 反訴  2003.8.6、9.25（反訴を拡大） 
関係者召喚状発行  2003.10.30 
係争継続中 

 
６．２ 訴訟の内容 
［提訴日］2003.3.7 
［裁判所］アメリカ合衆国ユタ州 米連邦地裁  

訴訟履歴サイト： http://www.utd.uscourts.gov/documents/ibm_hist.html 
 
（１）当事者 

原告：SCO 
CALDERA SYSTEMS, INC.,  
a Delaware corporation d/b/a THE SCO GROUP 

被告：IBM 
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, 
 a Delaware corporation 

 
（２）訴因（Cause of Action） 

１）企業機密の不正流用 
(Misappropriation of Trade Secrets - Utah Code Ann. §13-24-1 et seq.) 

２）不正競争 (Unfair Competition) 
３）契約妨害 (Interference with Contract) 
４）契約違反 (Breach of Contract) 

 
（３）賠償請求内容（Prayer for Relief） 

１）企業機密の不正流用による訴因１での賠償  

２）不正競争による訴因２での賠償 
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３）私犯の妨害による訴因３での賠償 

４）AT&T/IBM UNIX 協定の契約違反による訴因４での賠償 

５）悪意のある経営行為での懲罰的損害賠償 

６）企業機密の不正流用での懲罰的損害賠償（訴因１賠償額の２倍） 

７）弁護士費用 

８）その他諸費用 

 
（４）SCO の主張（Nature of This Action より） 

UNIX はもともとは AT&T のベル研究所(AT&T)によって開発されていたコンピュ
ータ・オペレーティング・システム・プログラム、および関連ソフトウェアです。

SCO/UNIX は UNIX を改変したものであり、関連ソフトウェアは SCO とその前身に
よって開発された。UNIX と SCO/UNIX は、企業やコンピュータ事業において幅広く
使用されている。 

SCO は、AT&T から UNIX の権利を獲得し、そして UNIX と SCO/UNIX を開発し
てきた結果として、UNIXと SCO/UNIXソフトウェア両方の現在の所有者です。UNIX
と SCO/UNIX は価値のあるソフトウェア・プログラムとなり、SCO とその前身はこ
れらの開発および増強に数億ドルを投資しました。SCO(以下、その前身を含む)は、
IBM のようなソフトウェア・ベンダや、マクドナルドのようなソフトウェア・エンド・
ユーザの両方に UNIX と SCO/UNIX の使用許諾をライセンスしました。ベンダやエ
ンド・ユーザに許可された UNIXと SCO/UNIXライセンスは限定されたものである。
それは、UNIX と SCO/UNIX の経済的価値を保護することを目的として、ライセンシ
ーに制限と義務を課している。 

UNIX と SCO/UNIX は、他のプロプライエタリ・プログラムや「オープンソース」
ソフトウェア(公開されたソフトウェア)と競合します。プロプライエタリ・プログラ
ムはエンド・ユーザに対して利益をもたらす(それらの開発に多大な時間と費用を投資
したプロプライエタリな機能も含む)。オープンソース・プログラムもまたエンド・ユ
ーザに対して利益をもたらし(それらのプログラムに代価を払う必要が無いことを含
む)、ソフトウェア・ベンダ（市場へ機能を追加した製品を提供し、エンド・ユーザに
サービスを提供するもの）に利益をもたらす。ここでは、プロプライエタリ・ソフト

ウェアとオープンソース・ソフトウェアの利点については議論しない。また、SCO の
プロプライエタリな情報なしで独自のビジネスを行っていく限りは、オープンソー

ス・ソフトウェアを開発、促進していく IBM の権利についても議論するつもりもな

い。ここでは、唯一、契約書や法律に違反して流用、乱用されたプロプライエタリ・

ソフトウェアにある SCO の権利についてのみ、議論する。 
以下のように、IBM は SCO への義務に違反し、他者に対しても SCO への義務に違

反するよう促し、SCO のビジネスを妨害し、不正競争に関与した。 
a) SCO のプロプライエタリ・ソフトウェアを乱用、流用すること 
b) SCO のプロプライエタリ・ソフトウェアを乱用、流用するように、 
他のものを促し、奨励し、可能にしたこと 

c) オープンソース・ソフトウェアに SCO のプロプライエタリ・ソフトウェアを
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組み入れたこと(また、他者に組み込むように促し、奨励し、可能にしたこと) 
 
６．３ IBM の反訴 
［反訴日］2003.8.6、9.25（反訴を拡大） 
 
（１）反訴（COUNTERCLAIM） 

１）契約違反 （Breach of Contract） 
２）ラーナム法違反 （Lanham Act Violation）：連邦商標法 
３）不正競争 （Unfair Competition） 
４）将来の経済活動の意図的な妨害 

（Intentional Interference with Prospective Economic Relations） 
５）不正と詐欺的な営業 （Unfair and Deceptive Trade Practices） 
６）GPL 違反 （Breach of the GNU General Public License） 
７）契約禁反言 （Promissory Estoppel） 
８）著作権侵害 （Copyright Infringement） 
９～12）特許権侵害 4 件 （Patent Infringement） 
13）確認判決 （Declaratory Judgment） 

 
（２）賠償請求内容（Prayer for Relief） 

ａ）補償的損害賠償 
ｂ）15 U.S.C. § 1117(a)と 17 U.S.C. § 504 に基づく損害賠償 
ｃ）懲罰的損害賠償 
ｄ）35 U.S.C. § 284 に基づく３倍額の損害賠償  
ｅ）以下の申し立ての認定 

(i) IBM との契約義務に違反し、ラーナム法を破り、不正競争に従事し、IBM
の今後の経営を妨害し、詐欺的な行為によって、SCO は IBM の権利を破
った。 

(ii) SCO が GPL の元で配布したプログラムについて、GPL が認める場合を
除いて、SCO にその所有権を主張する権利は無く、その主張は禁じられて
いる。そして、GPL で提示される場合を除き、GPL の下で配布されたプ
ログラムを修正、配布、複写に対する制限を課する権利も無い。 

(iii) GPL に従ってライセンスされたコードを SCO が組み込んだ製品はいか
なるものであっても GPL の対象であり、SCO は GPL で供給する場合を除
いてそのコードに対する権利を主張することはできないだろう。 

ｆ）以下のような IBM の権利への侵害行為から、SCO 及びその関係者を排除、
抑制することを求める差止請求 
(i) UNIX に対する SCO と IBM の権利について虚偽を伝えること。このこ
とにより、IBM の UNIX 使用権を事実上取り消すことができる。 

(ii) IBM はもはや AIX、Dynix、および Linux 関連製品を使用、生産、配布
する権利、権威、ライセンスを持っていないという虚偽を伝えること。 
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(iii) AIX、Dynix、および IBM の Linux 関連製品に関する虚偽、誹謗中傷す
る発言 

(iv) さらなる不正競争行為 
(v) GPL の下で利用可能にしたプログラムの所有権の要求 
(vi) 不正と詐欺的な営業活動 
(vii) IBM の著作権への侵害行為 
(viii) ô746、 ô211、 ô209、 ô785 特許への侵害行為とその誘発 

ｇ）IBM の負担、経費および弁護士費用。（35 U.S.C. § 285、15 U.S.C. § 1117(a)、
Utah Code Ann. § 13-24-5、N.Y. Gen. Bus. Law § 349(h)、17 U.S.C. § 505
に基づくもの） 

ｈ）ここで申し立てたすべての不当行為によってもたらされた損害 
ｉ）その他諸費用 

 
（３）IBM の主張（Nature of Counterclaims より） 

これらの反訴は、重要で幅広く使用されている技術に対して所有権を主張し、かつ

オープン・ソースコミュニティーによるその技術の使用を妨害しようとする、SCO の
不当な行為に対して起こしたものである。UNIX はそもそもベル研究所が開発し、そ
の後 AT&T によって研究開発されたものだが、SCO はその UNIX に対して噂されて
いる権利を悪用し、AIX、Dynix、そして Linux 等で知られた他の競争するオペレー
ティング・システムを破滅すると脅かし、その結果から不当な利潤を得ようとしてい

る。 
IBM の反訴は、さらに、SCO が行った IBM の持つ著作権と特許権への侵害行為に

も起因している。たとえ SCO が他人の知的所有権を尊重していたとしても（そして、
SCO の噂される権利の主張に失敗したときのために IBM に対して訴訟を起こしたと
しても）、SCO は IBM の著作権および特許を侵害している。 

 
６．４ SCO に関するその他の訴訟 
（１）独 tarent 社と LinuxTag 社：不正競争防止法 

6 月独裁判所は、証拠なしに競争相手会社の製品を批判することを禁じるドイツの
不正競争防止法の「Section 14」に SCO 社の活動が違反したと認めた。（UNIX の著
作権侵害の判断は行われていない） 

（２）米 Red Hat：知的所有権否侵害の確認、商標法違反 
2003.8.4 提訴、現在係争中。 
Red Hatの技術が SCOの知的所有権に抵触していないとする訴因 2件と、『Lanham 

Act』(連邦商標法) に基づく、SCO の訴えの終局差し止めに関する訴因 5 件。 
Red Hatのジェネラルカウンセル（法務総責任者）であるマーク・ウェビンク氏「我々

が提訴したのは、SCO の根拠がなく虚偽の声明による Red Hat Linux とオープンソ
ース・ソフトウエアの開発プロセスの公正さに対する攻撃を止めるためです。  Red 
Hatは、とどまることなく提供される我々の Red Hat Linuxプラットフォームにより、
現在、そして将来の顧客が大きな価値を享受し続けられるであろうことに対して、自
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信を持っています。」（Red Hat Japan サイト：http://www.jp.redhat.com/ より）  
 
６．５ 業界の反応 
（１）オープンソース・コミュニティ 

ａ）Open Source Development Lab（OSDL）：http://www.osdl.org/ 
Linux kernel の原著作者である Linus Torvalds 氏が所属しているが、同氏へは

SCO から掲題の裁判への召喚状が申請されている。そのため、OSDL は同氏の弁護
費用を負担するなど SCO との対決姿勢を示している。 

2003 年 7 月および 11 月にコロンビア大学教授の  Eben Moglen 氏（Free 
Software Foundation の顧問弁護士）の著によるポジションペーパーを発表。通し
て、著作権侵害とされているコードに関する情報が公開されていない点などについ

て SCO を批判している。 
11 月に発表された第 2 版においては、SCO が 8 月に開催した SCO Forum（非公

開）から漏洩した該当コードと思われるソースコードについての検証が行われてい

る。そのどれもが SCO の所有する UNIX System V に起因するものではなく、当
時すでにパブリックドメインになっていたものや、逆に他のオープンソースから流

入したものであると結論づけている。また、SCO は GPL が有効ではないと主張す
ると同時に GPL が法的な保護を示すと主張しており、SCO の法的な矛盾があると
も Moglen 氏は述べている。 

 
第１版：Questioning SCO: A Hard Look at Nebulous Claims 

原文）http://www.osdl.org/docs/osdl_eben_moglen_position_paper.pdf 
和訳）http://www.osdl.jp/docs/osdl_eben_moglen_position_paper.pdf 

 
第２版：SCO: Without Fear and Without Research 

原文）http://www.osdl.org/docs/osdl_eben_moglen_second_statement.pdf 
 

ｂ）Open Source Initiative (OSI)：http://www.opensource.org/ 
3 月 OSI 代表の Eric Raymond 氏の著により、ポジションペーパーが発表されて

いる。この冒頭では UNIX の歴史について詳細に記載されており、SCO が訴状に
て主張した内容との相違を述べている。通じて、SCO すなわちその前身である

Caldera が UNIX 開発に果たしてきた役割を過大に表現していると SCO を批判し
ている。 

 
原文）http://www.opensource.org/sco-vs-ibm.html 
和訳）http://opensource.jp/sco/sco-vs-ibm.html（サイト削除） 

 
ｃ）その他 

次期安定版 Linuxカーネル 2.6の管理者である Andrew Morton氏によれば、SCO
の著作権を侵害しているとされるコードが判明すれば、数日の内に非侵害のコード
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と差し替えることが可能だと表明している。 
 
（２）ソフトウェア業界 

ａ）Red Hat：http://www.redhat.com/ 
SCO の知的所有権を侵害していないことを証明するため、SCO を提訴、現在係

争中である。（６．４（２）参照） 
 

ｂ）Novell：http://www.novell.com/ 
SCO の所有する UNIX の権利は、1995 年に SCO の前身によって Novell から買

収されたものである。SCO が提訴したことに対して、Novell はその根拠となって
いる UNIX System Vの著作権と特許は未だ Novellのものであるという声明を発表
した。 
これに対して SCO は契約書の修正条項を探しだし反論しているが、Novell 側で

はその修正条項は見つからず、またそれが真であったとしても特許に関しては未だ

Novell に権利があると述べている。 
UNIX の特許権の所有に関する結論については明らかになっていない。Novell が

その権利を主張して提訴するという情報もあったが確認は取れていない。SCO-IBM
訴訟の中で特許の所有権について争われる可能性もある。 
また、この UNIX 買収の契約書については、2003 年 11 月に発表した Novell の

SUSE Linux 買収についても波紋を投げかけている。SCO は、この契約書の中に非
競争条項があり、これにより Novell は SCO に譲渡した UNIX と競合する事業を行
ってはいけないため、UNIXのコピーである Linuxに関する事業を行ってはならず、
従って SUSE Linux の買収は契約違反だと主張している。これに対し、Novell は非
競争条項自体の存在を否定しており、この件については裁判に持ち込まれる可能性

もある。UNIX と Linux の関係を問うものとしては SCO-IBM 訴訟と重なる部分が
あると思われる。 

 
ｃ）その他 

SCO の戦略に対して批判しているソフトウェアベンダがいる一方、SCO の提供
する UNIX ライセンスと契約したり、SCO-IBM 訴訟の影響はないと表明したりす
るベンダも存在し、裁判所とは離れた場所でも業界に影響を及ぼしている。 
米Microsoft、米 Sun Microsystemsなどは SCOのUNIXライセンスと契約した。

また、米 Lindows.com も一連の訴訟の影響を受けないと表明しているが、これは

SCO の前身である Caldera の時代の契約が有効だという判断に基づいたものであ
る。 
また、米 SGI（Silicon Graphics, Inc.）については、独自に Linux と UNIX のコ

ードを精査し、侵害しているかもしれない部分について書き換えを行ったことを表

明している。 
 
（３）ハードウェア業界 
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オペレーティング・システムとして Linux を採用しているコンピュータメーカー
である米 HP（Hewlett-Packard）は、HP 製 Linux 搭載製品を使用するユーザに対
して免責保証を提供することを発表した。これは、万が一、そのユーザが SCO か
ら提訴された場合に HP が裁判に掛かる人的、金銭的負担を肩代わりすること補償
したものである。 

SCO はこれに対して、HP の行動は知的財産権侵害で裁判が起こされる可能性が
高いことを暗に認めたことであり、SCO の正当性の証明だと発表している。 
また、SCO が組み込み Linux の分野についてもライセンスを要求する方針であ

ることを表明したことに対して、組み込み Linux を提供している米 MontaVista は
SCO の行動を非難する声明を発表した。MontaVista は、侵害していると称する部
分のコードを明らかにしない SCO の姿勢や、ライセンス契約の必要がない「Linux
の使用」についても「Linux の配布」と同様にライセンスを求める SCO の要求な
どを批判している。 

 
（４）エンド・ユーザ 

8 月の米 Evans Data の調査では、Linux を採用しようとしている企業の内、SCO
の訴訟が Linux の導入に影響を与えるとするものは 12％であるという結果が出て
いる。大半は SCO-IBM訴訟に興味がないと答えており、ユーザは自身に対する SCO
の影響はないと考えているものと思われる。 
調査結果：http://www.evansdata.com/n2/pr/releases/linux_sco.shtml 

 
（５）その他 

SCO は、その根拠となる侵害コードを明らかにしない姿勢から、ソフトウェア業
界やハードウェア業界の多くのベンダから批判され続けているにもかかわらず、

BayStar Capital や Royal Bank of Canada から 5000 万ドルの融資を 10 月に受け
ている。 

 
６．６ Linux kernel のバージョンと知的財産権侵害の関係 

米 SCO の CEO 兼社長の Darl McBride 氏へのインタビュー記事や SCO のサイト
などの情報から、SCO の知的財産権を侵害しないためにはライセンス料を払うか

kernel 2.2 に逆上れば大丈夫だと言われている。この真偽のほどは如何なものだろう
か。SCO の Linux ライセンスに関する Q&A サイトに Linux のバージョンに関する
質問が掲載されている。これを元に、バージョンと侵害の関係の検証を行った。 
結論から述べると、Linux kernel 2.2 以前のバージョンであったとしても、SCO か

ら絶対に知的財産権侵害で訴えられないとは言い切れない。 
これは、Q&A を読むと、問 21 において Linux kernel に侵害コードが現われたの

は「大部分（Major）」が kernel 2.4 から始まっていると言っているが、旧バージョン
に侵害コードは無いとは言い切っていない。また、「おおむね（largely）影響がない」
と表現し、旧バージョンが侵害していないとも言い切っていない。従って、旧バージ

ョンについても今後 SCO ライセンスの適用を拡大してこないという補償はどこにも
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ない。 
今後の裁判において、SCO の主張する侵害に該当するコードが明らかとなり、それ

がどのバージョンの kernel から採用されたものなのかが判明しなければ、非侵害とな
る具体的なバージョンもまた不明なままである。 
なお、kernel 2.4 の Prior version には kernel 2.3 も含まれると思われるが、コン

マの後の数値が奇数のバージョンはテスト版、偶数のものは一般的に使用されること

を想定した安定版となるため、市場に出回っているバージョンということで kernel 
2.2 が一般的に用いられている。さらに、kernel 2.3 は kernel 2.4 の試作品的な位置
づけになるため、kernel 2.3 にも侵害コードが含まれると主張してくると考える方が
よい。 

 
SCO IP ライセンス Q&A サイトより抜粋 
（http://www.sco.com/scosource/linuxlicensefaq.html） 
20. Does everyone who uses Linux need a SCO UNIX IP License for Linux? 

（Linux を使用するものは皆、ライセンスが必要ですか？） 
End users running Linux 2.4 or later versions for commercial purposes need 

a SCO IP license (commercial=using Linux to operate the business). 
（商用目的のために Linux kernel 2.4 以降を実行するエンド・ユーザは SCO ラ
イセンスが必要です） 

21. Since the license is needed only by commercial users of a Linux 2.4 kernel 
and later versions, does that imply that non-commercial users and earlier 
versions of the Linux kernels are non-infringing? 
（Linux kernel 2.4 以降のバージョンの商用ユーザのみライセンスが必要だと
いうことは、それは、非商用ユーザと旧バージョンの Linux kernel は非侵害
であると暗示しますか？） 
Major portions of UNIX® System V and derivative works began appearing 

in version 2.4 of the kernel. Prior versions of the kernel are largely unaffected. 
All distributions of Linux 2.4 and later versions of the kernel contain major 
infringements, regardless of whether Linux is being used in a commercial or 
non-commercial environment. At this time, SCO is focusing on the commercial 
uses only. 
（UNIX System V とその派生物の大部分は kernel 2.4 以降に現われ始めた。旧
バージョンはおおむね影響はありません。これは商用、非商用関係なく、Linux 
kernel 2.4 以降全ての配布物に主な侵害行為が含まれている。この時は、SCO は
商用のみに注目している。） 

 



 36 

６．７ 訴訟に至るまでの経過およびその後の経過 
 
日付 動向 

1969 AT&T Bell Lab：UNIX 開発 
1982 AT&T の UNIX System Group (USG)：UNIX System リリース 

1983 AT&T：UNIX SystemV 発表  
1986 IEEE：POSIX 標準化委員会設立、UNIX 標準化 
1988. 5 IBM、DEC、HP：OSF 設立、UNIX 標準化を推進 
1988.12 AT&T、Sun：Unix International 結成、UNIX 統合化の主導権 
1989 UNIX System Laboratories(USL)：UNIX SystemV Release4 発表  
1990 ISO：UNIX のアプリケーション I/F として POSIX 認定 
1990. 4 UNIX International と OSF が交渉決裂 
1991 Linus：Linux kernel の Ver.0.01 発表 
1993 Novell：USL を買収 
1994. 3 Linux Ver.1.0 
1995 The Santa Cruz Operation,Inc.(旧 SCO)：Novell から UnixWare 事業を買

収 

2001. 5. 8 Caldera International：旧 SCO の一部の事業部と UnixWare、OpenServer
テクノロジを買収 

2002. 5.30 Caldera、ブラジルの Conectiva、独 SuSE、日 Turbolinux：UnitedLinux
設立 

2002. 8.26 Caldera International：The SCO Group に社名変更 
2002.11.19 UnitedLinux V.1.0 
2003. 1.16 SCO：UNIX ライブラリに課金検討中であることを公表 
2003. 1.22 SCO：SCOsource 事業部新設 
2003. 3. 7 SCO：IBM を「UNIX の企業秘密を Linux に不正流用」として提訴 
2003. 3.11 OSI：ポジションペーパー公開（6.4、OSGJ が和訳公開） 
2003. 5.14 SCO：Linux の販売を中止 
2003. 5.15 MS：SCO と UNIX ライセンス契約 
2003. 5.17 SCO：大手企業に Linux 使用料について書簡送付 
2003. 5.28 Novell：SCO 主張の Unix の特許権および著作権が自社にあると発表 
2003. 6. 5 SCO：Novell との契約書修正条項を発表 
2003. 6.16 SCO：IBM に対する『AIX』使用・配布の差止命令を裁判所に申請 
2003. 7.21 SCO：Linux ユーザ向けライセンスプログラム発表 
2003. 7.21 SCO：UNIX の著作権を登録（米） 
2003. 7.31 OSDL：SCO と Linux に関するポジションペーパー公開 
2003. 8. 4 米 Red Hat：米 SCO を提訴 
2003. 8. 5 SCO：Linux ユーザ向けライセンス料の金額を発表 
2003. 8. 6 IBM：SCO Group を GPL と IBM の特許侵害で反訴 
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2003. 8.11 SCO：ユーザ向け Linux ライセンスで初の契約 
2003. 8.18 SCO の主張する問題コードが流出 
2003. 8.25 米 MontaVista：米 SCO に反論 
2003. 9. 4 独裁判所：SCO 子会社に根拠を示さない侵害の主張に罰金判決 
2003. 9.15 SCO：Red Hat に対する反論書を米連邦裁判所に提出 
2003. 9.25 IBM：IBM の GPL コードへの著作権侵害を加えて SCO への反訴を拡大 
2003.10. 1 SGI：侵害コードは削除済みであることを公開 
2003.10. 2 SCO：SGI にライセンス契約破棄を通告(SGI 公表) 
2003.10.16 SCO：Linux 利用企業への請求書送付計画を撤回 
2003.10.21 SCO：Linux 税ライセンスは Fortune1000 企業限定であることを公表 
2003.10.24 SCO：IBM 裁判文書に対する回答書提出「GPL は米国憲法違反」 
2003.11.12 SCO：ユタ州米連邦地裁に召喚状提出（L.Torvalds、R.Stallman 等） 
2003.11.14 OSDL：SCO 訴訟に関して Linus Torvalds の弁護費用負担 
2003.11.24 OSDL：SCO と Linux に関するポジションペーパー第２版公開 
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付録１．オープンソースソフトウェア関連契約アンケート調査結果 
オープンソースソフトウェア関連契約調査票 

（財）ソフトウェア情報センター 
記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （Ｘ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（ ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （Ｘ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

請求原因を問わず一切の損害に

ついて免責 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

・基本的に消費者契約法に照らして問題となりうる可能性はあるかもしれない。 
・バグ等の修正については、公開サイトで適宜リリースしているので契約上で

保証はうたっていないが実質的には行っていると考えられる。 
・サポートについても別途有償契約で提供になっているが、パッケージ購入者

に対しては一定のサポートが付属で提供されるので、実質的な問題は生じて

いないようである。 
(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （Ｘ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 

免責に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （Ｘ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （  ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （  ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （  ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （X）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（X）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（X）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（X）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （X）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

GPL に依存する 

サポートに関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（X）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

LINUXプラットフォームに対す
る問合せ、障害等の対応 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（X）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （X）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

GPL に依存している部分以外は、従来のプロプライエタリなソフト
ウェアと同じレベルであると認識している。 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （Ｘ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（Ｘ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

瑕疵があった場合販売価格まで

の保証。 
サポートに関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

Web ベース・メールベース・電
話等 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（Ｘ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

Proprietary な部分に関する著作権・
営業秘密への賠償を除き一切免責。損

害・損失に関する賠償上限あり。 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

・バグによる第三者損害については有償プロダクトでも補償は殆どゼロなので

特別問題はないと思われる。 
・proprietary については補償はやむを得ないが、OSS については、それらプ
ログラム自体に手を加えてもその対価は取らないで提供しているのでやむを

得ないと思われる。 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（Ｘ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 

免責に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

ＯＳＳ使用に関し配慮されていない。 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（Ｘ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

ＯＳＳ製品は、法律が認める最大

限の範囲で、（ディストリビュー

タがシステム・インテグレータに

対し）一切の保証を付さずに提供

される。 
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OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

システム・インテグレータとしてＯＳＳ製品を利用して構築したシス

テムを販売しようとするエンド・ユーザと商談を行なう場合、当該 

ＯＳＳ製品に適用されるＯＳＳライセンス条件に無保証の規定があ

るとしても、当該システム全体としてバグがないこと、および第三者

の権利侵害がないことを含め保証を求められるケースが少なくあり

ません。これは、エンド・ユーザにＯＳＳの無保証を含む条件が認知

されていないことが多くの場合その原因でありますが、そうでない場

合においても、ＯＳＳライセンス条件においてＯＳＳ製品のディスト

リビュータが固有の保証条項をエンド・ユーザに提供することが認め

られている（ＧＰＬの場合等）ことから、やはり保証を求められるケ

ースは少なくなく、ＯＳＳライセンス条件を熟知したうえで保証を求

められた場合には、この保証を付けることを拒否することは困難で

す。このことによってシステム・インテグレータが負担するリスクは

決して小さいものではなく、これがＳＩビジネスにおけるＯＳＳ適用

拡大の大きな足かせとなっていると思われます。 
(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 
 

契約の種類 （ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（Ｘ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 

免責に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

顧客指定でＯＳＳを使用しているが、契約上配慮されていない。 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

   

契約の種類 （ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（X）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（X）有    （ ）無 
保証・補償を受ける立場 

OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

瑕疵の修復、事業上の損失補填 

サポートに関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（X）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

開発に於ける技術サポート 
 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（X）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（X）有    （ ）無 
免責を受ける立場 

OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

社外秘につき回答不可 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（Ｘ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

当社は、OSS 及びその使用についてユ
ーザに対し、損害賠償責任を含み一切

の責任を負わない旨規定させていた

だいております。 
OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

契約書の規定内容としては、現状、特段改善すべき点はないと認識し

ております。 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 
 
提供時一般 

（ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（X）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（X）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （X）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （X）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（ ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （X）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 



 52 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

提供時の原則は、OSS は保証対象外であり対象の契約条件による。
行うとしても機能的障害に対するサポートに限る。 
 
但し、不特定ユーザが相手ではない場合、顧客との契約交渉が発生し、

OSS 部分に対して無保証といった条件には必ずしも出来ない可能性
がある（これは必ずしも OSS に限った話ではないが、OSS の場合、
無保証等の条件を維持するのが難しい）。 
 
また、基本契約書等、OSS を想定していない契約に基づいて提供を
行ってしまうと、契約書上対応不能な保証をさせられてしまう場合、

開発時に委託者が OSS を含むソフトウェアに関して「第三者の権利
を侵害しないこと」「紛争発生時の紛争解決義務」「権利の譲渡」等を

要求してきた場合、OSS を含むソフトウェアの提供者側が困る可能
性がある。機能的な問題に対する対応は行える場合もあるが、権利的

な側面は何ともしようが無い場合が多い為。 
(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（Ｘ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（Ｘ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 
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OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

１．保証、サポート、免責の回答については、あくまで、基本的な契

約書についての回答であり、契約書により違う回答となる場合が

あることは御了承下さい。 

 

２．課題について 

（１）オープンソースソフトウェアに関する契約を契約書に盛り込む

場合、契約書上、オープンソースソフトウェアの定義をどのよ

うに記載すればよいか？（Ｏｐｅｎｓｏｕｒｃｅ．Ｏｒｇによ

るオープンソースの定義を記載すると、定義だけでも長い文章

になってしまいます。） 

（２）「保証、サポート、免責」の条項を入れるか、入れないか。 

   入れるとした場合、「有」とするのかを判断するにあたり、   

システムの形態（Webサーバレベル等）、業務形態（基幹系、 

ミッションクリティカル等）、お客様重要度、契約形態（開発

委託契約、保守契約等）等ビジネス面での評価パラメータとし

ては何があるか？また、そのビジネス面での評価パラメータか

ら、どのように、上記判断と関連付けるか？ 

（３）OSSの改変をシステム・インテグレータが行い、第三者から翻

案権侵害で損害賠償を要求される場合の対応はどのようにす

ればよいか？ 

（４）OSSにおいて、システム・インテグレータが行う改変と   は

どのように定義づけられるか？ 

   （例えば、システム・インテグレータが改変したものでも、 

コミュニティにパッチとして提供したものは、システム・イ

ンテグレータの著作権ですがＧＰＬライセンスです。 

この場合、ディストリビューションとシステム・インテグレ

ータが改変して作成したパッチを組み合わせたＬｉｎｕｘ

は、システム・インテグレータが改変したＬｉｎｕｘとは考

えないのか） 

（５）OSS以外のフリーソフト、第三者ソフトへの対応はどのように

すればよいか？ 
(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 
 

契約の種類 （ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（Ｘ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 

免責に関する条項はあるか？ （ ）有    （Ｘ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（X）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（X）有    （ ）無 
通常の保全・補修補償 

OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

製品修繕の義務の範囲内 
但し OSS 明記はなし 

サポートに関する条項はあるか？ （ ）有    （X）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 
 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（ ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （ ）有    （X）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
 

OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 （ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（Ｘ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）その他（                      ） 
保証に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（ ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （Ｘ）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （Ｘ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

バグの保証ではないが、保証に関しては、「機器を購入した日から

９０日以内は、ソフトウェアが記録されている媒体が通常の使用に

おいては、材質、製造上、もしくは記録上の欠陥がないことを保証

します。」とし、これ以外の場合には、「明示又黙示の保証をせず、

一切責任を負いません。」と明記し、物理的な保証のみ行っている。 

(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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オープンソースソフトウェア関連契約調査票 
（財）ソフトウェア情報センター 

記入者に関する情報は外部に公表しません。 
該当する項目の（ ）内に「Ｘ」を記入して下さい。 
記入者 
（所属・氏名） 

 

契約の種類 
 
導入時 

（ ）ディストリビュータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）ディストリビュータとコンピュータ・メーカ間の契約 
（ ）ディストリビュータとシステム・インテグレータ間の契約 
（ ）ディストリビュータと組込み機器メーカ間の契約 
（ ）コンピュータ・メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）システム・インテグレータとエンド・ユーザ間の契約 
（ ）組込み機器メーカとエンド・ユーザ間の契約 
（X）その他（サポート契約） 
保証に関する条項はあるか？ （ ）有    （X）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSSの瑕疵（バグ）
に対する保証につ

いて 
（前項の回答が「有」の場合） 
保証内容はどのようなものか？ 

 

サポートに関する条項はあるか？ （X）有    （ ）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
サポートはあるか？ 

（X）有    （ ）無 

（前項の回答が「有」の場合） 
サポート内容はどのようなものか 

所定のメンテナンスサポート 
 

OSSに対するサポ
ートについて 

別途契約による OSS サポートは
提供されているか？ 

（ ）有    （ ）無 

免責に関する条項はあるか？ （ ）有    （X）無 
（前項の回答が「有」の場合） 
免責は与えているか？ 

（ ）有    （ ）無 
OSS使用により第
三者から損害賠償

を要求された場合

( 注 ) の 免 責

(indemnification)
について 

（前項の回答が「有」の場合） 
免責内容はどのようなものか？ 

 

OSS使用に関連し
て、この契約に問

題点・課題・改善

すべき点等があれ

ば記入して下さ

い。 

多くの場合、メンテナンスサポート契約はサポートの実施のみを提供

するに止まり、その他の機能な問題に起因する損害や、第三者の権利

侵害による責任を負わない構成になっているものが多い為、交渉上問

題になりやすい。また、サポート契約を締結して、そのサポートに基

づき顧客にサポートを行うことが出来る様にする場合も有るが、顧客

対応上保証条件等で問題になる可能性がある。  
(注)バグ等により第三者に損害を与えた場合、著作権・特許権・商標権等の権利侵害をし
た場合等。 
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第３部 オープンソースソフトウェアの新しい一般契約モデル 
１．はじめに 
昨年度の調査において明らかになった GPL の問題点に配慮するとともに、日本法を前提
とし、日本で開発されたオープンソース・ソフトウェアに対して適用することを念頭にお

いたライセンス契約モデルの策定を試みた。 
 
特に配慮を試みた問題点は以下の通りである。  
 
①所謂ウィルス性の排除 
②日本法への適応（著作者人格権、送信可能化権の扱いの明確化など） 
③著作者がもつ特許権の扱いの明確化 
④準拠法、裁判管轄の明記 
⑤プログラムの著作権者と利用者との間で締結される契約であることの明確化 
 
本契約モデル（オープンソース標準契約書）策定の目的は、日本の風土や制度に適した

オープンソース・ソフトウエア契約モデルの策定にあったので、検討当初においては、以

上の問題点以外にも、著作権者が未成年である場合の扱いなどを含め、日本の法制度から

みた場合に問題となりうる法的問題点について、網羅的に、配慮した案を作成した。 
 
他方で、オープンソース・ソフトウエアに携わる多くの方々に利用していただきたいと

の観点から、最終案についてはなるべく理解しやすい簡潔な案とすべく、修正を施したが、

検討当初の案は、オープンソース・ソフトウエア契約に関する理解を深める上で、大変参

考になる資料であるため、その解説とともに３項に示す。 
 
参考までに最終案と GPL との比較を行うと、主な相違点として、以下の点があげられる。 
 
①著作者と著作権者が異なる場合を考慮した。  
②リンクの扱いを明記した。 
③第三者を害する目的を持って本プログラムを流布した場合は損害賠償責任を免れない

ものとした。 
④権利侵害の原因となるプログラムの作成等を故意又は重過失により行った者に対して

損害賠償責任を免れないものとした。 
⑤契約期間を著作権の保護期間の満了時までとした。 
⑥契約終了後の存続規定を置いた。 
⑦契約書の翻訳に関する規定を置いた。 
 
なお、次項に掲げる最終案の利用は原則自由とするが、混乱を防止する観点から、翻案

したものの利用においては、契約書の名称として「SOFTIC オープンソースソフトウエア
ライセンス契約書 SOOSL 2005」を用いてはならず、本契約モデルに修正を加えている旨、
明記することを義務づけるものとする。 
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２．オープンソース標準契約書 

 
SOFTICオープンソースソフトウェアライセンス契約書 SOOSL 2005 

（2005年 2月版） 

 

第１条 （目的） 

 本契約は、プログラムが自由に改良され利用されるとともに、プログラミングに関する

知識が蓄積されて多くの人々に共有されることを目的として、プログラムの著作権者と利

用者との間に締結されるものである。 

 

第２条 （定義） 

 本契約書において、ゴチック体の用語は、末尾定義表で定義された意味で用いるものと

する。 

 

第３条 （契約の締結） 

１ 本著作権者は、本プログラムに本契約書を添付してこれを流布することによって、本

契約の条項による契約の申込みを行ったものとする。 

２ 利用者は、本プログラムの利用若しくは使用を開始することによって前項の申込みを

承諾し、本契約が成立したものとする。 

 

第４条 （申込みの承継） 

 本著作権者は、本プログラムに本契約書を添付してこれを流布した後に、本著作権を第

三者に譲渡した場合には、譲受人に本契約上の地位を承継させるものとする。 

 

第５条 （本プログラムの使用及び無保証の確認） 

 本プログラムを使用する者は、本プログラムには瑕疵が存在する可能性があり、本プロ

グラムが期待通りに稼働しない可能性があること、並びに、本プログラムを使用すること

により使用者又は第三者の生命・身体・財産等に損害が生ずる可能性があることを了承し、

本プログラムの使用者又は第三者の生命・身体・財産等に損害を生ぜしめた場合の責任は

全て当該使用者が負うことを確認し、了承する。 

 

第６条 （本プログラムの利用） 

１ 本著作権者は利用者に対し、利用者が本契約上の義務を引受けることを条件として、

下記を許諾する。 

①本プログラムを複製し、流布すること。 

②本プログラムを翻案すること及び翻案により作成されたプログラムを流布すること。 

２ 本プログラム及び本翻案プログラムの流布についての許諾は無償でなければならない。 

３ 本著作権者は、本契約に違反する利用者に対し、本プログラムについての著作権を行

使することができるものとする。 
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第７条 （ソースコード等の添付） 

１ 利用者は、本プログラム若しくは本翻案プログラムを流布するときは、そのソースコ

ードを添付しなければならない。 

２ 本プログラム若しくは本翻案プログラムの流布にあたって、ソースコードを添付する

ことが物理的に困難であるか又は経済的に合理的でない場合には、流布されたプログラム

のソースコードの送付を請求してきた者に対して、無償又は実費を徴収して送付し、若し

くは送信可能化することによって、前項に規定されたソースコードの添付に替えることが

できる。ただし、この場合、請求若しくはダウンロードの方法を記載した書面を流布され

るプログラムの受領者に交付しなければならない。 

３ 前２項の規定にもかかわらず、本プログラムを翻案して作成した部分とそれ以外の部

分を機能的に峻別できるときは、本プログラムを翻案して作成した部分を含むソースコー

ドのみを添付又は送付、送信可能化すれば足りるものとする。 

 

第８条 （氏名表示） 

１ 利用者は、本プログラムを流布するにあたっては、その著作者の氏名又は名称を表示

するものとする。 

２ 利用者は、前条の規定に従って本翻案プログラムのソースコードを添付する際には、

自らの氏名又は名称及びいつ、どの部分を変更、削除又は追加したのかの表示を加えるも

のとする。 

 

第９条 （同一内容の契約申込） 

１ 利用者は、本プログラムを流布する場合には、本契約書を添付するものとする。 

２ 利用者は、本翻案プログラムを流布する場合には、本契約書を添付し、その翻案プロ

グラムを利用しようとする者に対して本契約の申込みを行うものとする。 

３ 本プログラム若しくは本翻案プログラムの流布にあたって、本契約書を添付すること

が物理的に困難である場合には、本契約書を送信可能化することによって、前２項に規定

された本契約書の添付に替えることができるものとする。 

 

第１０条（産業財産権） 

 本著作権者が特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を有している場合において、本プ

ログラムを権限なく使用又は利用することがこれらの権利の侵害を構成することとなると

きでも、本プログラムの使用及び利用に必要な限度における利用者の使用および利用につ

いては、権利行使をしないものとする。ただし、本契約に違反する利用者に対してはこの

限りではない 

 

第１１条 （自己のプログラムの一部としての利用） 

本プログラム（本翻案プログラムを含む。以下の条文において同じ。）の全部または一

部を自己のプログラムの一部として利用する場合には、当該利用部分について本契約上の

義務が満たされる限り、任意の契約条件を付すことができる。 
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第１２条 （同一性保持権の不行使） 

 本プログラムの著作者は、利用者が行う改変に対して同一性保持権を行使しないものと

する。 

 

第１３条 （プログラムの瑕疵） 

１ 本プログラムの瑕疵については、何人も瑕疵修補義務を負わないものとする。 

２ 利用者は、本プログラムの瑕疵によって生じた損害について、何人に対しても損害賠

償の請求を行わないものとする。ただし、第三者を害する目的を持って本プログラムを流

布し、使用者又は利用者に損害を生ぜしめた場合、当該流布した者に対して損害賠償責任

を追及することを妨げない。 

３ 前２項の規定にもかかわらず、本著作権者が利用者との間で瑕疵の修補または瑕疵に

より生じた損害の賠償を行う旨の付加的特約を結んだときは、当該関係者間では当該特約

に従うものとする。 

 

第１４条 （知的財産権侵害） 

１ 利用者は、第三者からその著作権、著作者人格権、又は産業財産権の侵害を理由とし

て本プログラムの利用ないし流布の中止若しくは損害の賠償を請求された場合においても、

本プログラムに係わる著作者及び著作権者に対し、損害賠償請求その他の責任追及を行わ

ないものとする。ただし、上記権利侵害の原因となるプログラムの作成又は翻案を故意又

は重過失により行った者に対して損害賠償責任を追及することを妨げない。 

２ 本著作権者は、利用者が第三者より前項の請求を受けたときには、本プログラムに関

する資料を提供する等必要な協力を行うように努めるものとする。 

３ 利用者は、前項により提供を受けた本プログラムに関する資料を、第三者からの第１

項の請求に対する防御活動の目的にのみ用いるものとし、上記目的に反しない限度で秘密

性を維持するものとする。 

 

第１５条（準拠法） 

 本契約の準拠法は日本法とする。 

 

第１６条（裁判管轄） 

 本契約に関連する利用者と本著作権者との間の紛争に関しては、東京地方裁判所を第１

審の専属管轄裁判所とする。 

 

第１７条（契約期間） 

１ 本契約は、本プログラムについての著作権が保護期間を満了するまでの間有効に存続

するものとする。 

２ 本契約が契約期間満了により終了した後においても、第５条、第１１条から第１６条

の各規定は、なお効力を有するものとする。 

 

第１８条（翻訳） 




